
 ２０１９年１０月４日  

電力広域的運営推進機関  

 

 

北海道道南エリアの電源接続案件募集プロセスの開始について 

 

本機関は、系統連系希望者から電源接続案件募集プロセス開始の申込みを受

け、北海道道南エリアにおいて同プロセス（以下「本プロセス」といいます。）

を開始いたしました。本プロセスの概要につきましては、別紙をご参照くださ

い。 

 

今後、本機関は、本プロセスの募集要綱を策定し、公表いたしますので、本

プロセスへの参加を希望される系統連系希望者は、募集要綱にしたがって、本

プロセスに応募ください。 

 

これに伴い対象エリアにおける事前相談、接続検討、契約申込み等の系統ア

クセス業務の取扱いについては、北海道電力株式会社にお問い合わせください。 

 

[系統アクセス業務の取扱いに関する問合せ先] 

北海道電力株式会社 

dounan2019@epmail.hepco.co.jp 

 

[電源接続案件募集プロセスに関する問合せ先] 

電力広域的運営推進機関 

https://www.occto.or.jp/contact/anken_boshu-form.html 

 

以 上 

 

 



（別紙） 

 

北海道道南エリア電源接続案件募集プロセスの概要 

 

１．スケジュール 

 ・検討中 

スケジュールについては、募集要綱公表にあたり、「暫定的に当該送電系統に

確保すべき容量」を含めて現在検討中のため、決まり次第、速やかに公表いたし

ます。 

 

 

２．本プロセスの対象となるエリア 

≪全体図（詳細については一覧をご覧下さい。）≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



≪一覧≫ 

北海道 

市町村 詳細地域 

函館市 【全域】 

北斗市 【全域】 

松前町 【全域】 

福島町 【全域】 

知内町 【全域】 

木古内町 【全域】 

七飯町 【全域】 

鹿部町 【全域】 

森町 【全域】 

八雲町 【全域】 

長万部町 【全域】 

江差町 【全域】 

上ノ国町 【全域】 

厚沢部町 【全域】 

乙部町 【全域】 

今金町 【全域】 

せたな町 【全域】 

島牧村 【一部】 

栄浜 

 上記以外においても対象となる場合がありますので、詳細は北海道電力株式会社にお問い合

わせください。 

 

 

３．暫定的に容量を確保する送電系統及び確保する容量 

 ・業務規程第７７条第５項に基づく「暫定的に当該送電系統に確保すべき容量」

については、現在、検討中のため、同容量を定め次第、速やかに公表いたしま

す。 

以 上 


